
○置賜広域行政事務組合工事に係る発注見通し、入札結果等の公表に関する要綱 

          平成１３年３月２９日訓令第５号 

          改正 平成１４年４月２２日訓令第２号 

             平成１５年３月２４日訓令第５号 

             平成１５年４月１日訓令第７号 

             平成１９年３月３０日訓令第７号 

             平成２２年９月１日訓令第１１号 

             平成２４年５月３１日訓令第１４号 

             平成２７年７月２９日訓令第５号 

             令和２年６月２５日訓令第１１号 

             令和５年５月３０日訓令第４号 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、入札制度の公正かつ適正を期するため、本組合が行う公共工事

（以下「工事」という。）に係る発注の見通し、指名競争入札の結果等の公表に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （公表対象の工事） 

第２条 この要綱による公表の対象となる工事は、原則として１件の設計金額が  

２００万円以上の工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事にあって本

組合の行為を秘密にする必要があるものを除く。）とする。 

 （発注の見通しに関する事項の公表） 

第３条 理事会は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２

年法律第１２７号。以下「法」という。）第７条の規定により工事に係る発注の見

通しに関する事項を公表する場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律施行令（平成１３年政令第３４号。以下「令」という。）第５条第１項第

１号から第３号までに掲げる事項として、次に掲げる事項を置賜広域行政事務組合

工事発注見通計画表（様式第１号。以下「発注見通計画表」という。）により毎年

度４月１日以後遅滞なく公表するものとする。この場合において、理事会は、少な

くとも毎年度１回、１０月１日を目途として、公表した発注の見通しに関する事項

を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとす

る。 

 （１）工事の名称 

 （２）工事の場所 

 （３）工期 

 （４）入札等の方法 

 （５）入札等の時期 

 （６）工事の業種 

 （７）工事の概要 



 （８）概算工事規模額 

 （指名業者等の公表） 

第４条 理事会は、指名通知をした後、指名業者等に関する事項であって次に掲げる

ものについて置賜広域行政事務組合工事指名競争入札参加業者指名一覧表（様式第

２号）により公表する。この場合において、契約が随意契約であるときは、随意契

約の理由を記載した書面の写しを添付するものとする。 

 （１）指名年月日 

 （２）工事の名称 

 （３）工事の場所 

 （４）指名通知日 

（５）閲覧貸出期間 

 （６）質問期限 

 （７）入札年月日 

 （８）監督職員の氏名 

 （９）指名業者名 

 （10）指名の理由 

 （入札結果等の公表） 

第５条 理事会は、指名業者を公表して行った入札については、次に掲げる事項につ

いて入札（見積）調書（様式第３号）の写しにより公表するものとする。 

 （１）工事の名称 

 （２）工事の場所 

 （３）入札年月日 

 （４）入札場所 

 （５）入札経過 

 （６）落札業者の名称及び落札金額又は契約業者の名称及び契約金額 

 （７）予定価格 

 （８）調査基準価格 

２ 理事会は、法第８条第２号の規定により工事に係る契約の内容に関する事項を公

表する場合は、令第７条第２項第９号及び第 10 号に掲げる事項として、次に掲げ

る事項を置賜広域行政事務組合工事契約台帳（様式第４号。以下「工事契約台   

帳」という。）により公表するものとする。この場合において、変更契約があった

ときは、随時、変更契約により変更を行った理由を記載した書面の写しを添付する

ものとする。 

 （１）工事の名称 

 （２）工事の場所 

 （３）請負業者の商号又は名称及び住所 

 （４）契約年月日 

 （５）請負代金の額 

 （６）工期 



 （７）工事の概要 

 （公表の方法） 

第６条 公表は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法に

よる。 

 （閲覧所等） 

第７条 前条の閲覧所は、事務局施設課とする。 

２ 閲覧所における閲覧の時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

３ 公表の期間は、第３条に規定する発注見通計画表については当該年度の３月３１

日までとし、第４条に規定する指名業者については指名決定の翌日から当該指名決

定があった日の属する年度の翌年度の３月３１日までとし、第５条第１項に規定す

る入札結果等については落札日の翌日から当該落札日の属する年度の翌年度の３

月３１日までとし、同条第２項に規定する工事契約台帳については契約日の翌日か

ら当該契約日の属する年度の翌年度の３月３１日までとする。ただし、閲覧所にお

ける閲覧については次に掲げる日を除く。 

 （１）日曜日及び土曜日 

 （２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 （３）１２月２９日から翌年１月３日までの日 

 （閲覧の申請） 

第８条 閲覧しようとする者（インターネットを利用して閲覧しようとする者を除

く。）は、置賜広域行政事務組合工事発注の見通し、入札結果等閲覧申請書（様式

第５号）を理事会に提出しなければならない。 

 （工事に係る委託業務の場合における準用） 

第９条 第２条から前条までの規定は、建設工事に係る調査、測量、設計又は監理等

の業務委託の場合に準用する。この場合において、第３条中「理事会は、公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下  

「法」という。）第７条の規定により本工事に係る発注の見通しに関する事項を公

表する場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成

１３年政令第３４号。以下「令」という。）第５条第１項第１号から第３号までに

掲げる事項として」を「理事会は」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年４月２２日訓令第２号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１５年３月２４日訓令第５号） 

 この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月１日訓令第７号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日訓令第７号） 

 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 



   附 則（平成２２年９月１日訓令第１１号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２４年５月３１日訓令第１４号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２７年７月２９日訓令第５号） 

 この訓令は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附 則（令和２年６月２５日訓令第１１号） 

 この訓令は、令和２年７月１日から施行する。 

   附 則（令和５年５月３０日訓令第４号） 

 この訓令は、令和５年６月１日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

年度置賜広域行政事務組合工事発注見通計画表 

        （工事発注課名            ） 

NO.       

工  事  名 

（委託業務名） 
 

工 事 場 所 

（委託業務場所） 
 

工期（履行期間）  約   日間 

入札等の方法  

入札等の時期  

業     種  

工 事 概 要 

（委託業務概要） 
 

概算工事規模額  

 

NO.       

工  事  名 

（委託業務名） 
 

工 事 場 所 

（委託業務場所） 
 

工期（履行期間）  約   日間 

入札等の方法  

入札等の時期  

業     種  

工 事 概 要 

（委託業務概要） 
 

概算工事規模額  



様式第２号（第４条） 

 

置賜広域行政事務組合工事指名競争入札参加業者指名一覧表 

指 名 年 月 日  令和   年   月  日 

工  事  名 
（委託業務名）  

工 事 場 所 
（委託業務場所）  

現 説 年 月 日  令和  年  月  日     時   分 

入 札 年 月 日  令和  年  月  日     時   分 

監 督 職 員 
（調 査 職 員）  

指 名 業 者 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 名 理 由 

置賜広域行政事務組合建設工事指名競争入札参加者の格付に関する規程 
第７条（業種：     等級：    ）その他の業種： 

置賜広域行政事務組合指名競争入札参加者審査委員会規程 
第５条第１項第１・２・３・４・５・６・７・８・９・10・11号 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 
 

入 札 （ 見 積 ） 調 書 

 

１ 所 属 年 度      年度     第     号 

 

２ 工  事  名 

  （委託業務名      ） 

３ 工 事 場 所 

  （委託業務場所） 

４ 入 札 期 日     年   月   日 

 

５ 入 札 場 所 

（単位：千円） 

業 者 名 第１回 第２回 見 積 落札（契約）金額 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

入札書比較価格（消費税額及び地方消費税額含まず。） 円 

予 定 価 格（消費税額及び地方消費税額含む。） 円 

調査基準価格（消費税額及び地方消費税額含まず。） 円 

注）１ 「落札（契約）金額」は、消費税額及び地方消費税額を含む金額です。 

  ２ 「見積」の欄は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定によ

る随意契約の場合において、当該随意契約に関する見積書を提出した者のみ

の見積金額について記載しています。 



様式第４号（第５条関係） 

 

置賜広域行政事務組合工事契約台帳 

工  事  名 
（委託業務名） 

 

 

工 事 場 所 
（委託業務場所） 

 

請 負 業 者 名  

請負業者住所  

当 
 

初 

契 約 年 月 日      年   月   日 

請 負 代 金 額  ￥ 

工期（履行期間） 
 着工     年   月   日 
 完成     年   月   日 

第
１
回
変
更 

契 約 年 月 日      年   月   日 

請 負 代 金 額  ￥ 

工期（履行期間）  完成      年   月   日 

第
２
回
変
更 

契 約 年 月 日      年   月   日 

請 負 代 金 額  ￥ 

工期（履行期間）  完成      年   月   日 

第
３
回
変
更 

契 約 年 月 日      年   月   日 

請 負 代 金 額  ￥ 

工期（履行期間）  完成      年   月   日 

工 事 概 要 
（委託業務概要） 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 No.００００００００  

 

置賜広域行政事務組合工事の発注見通し、入札結果 

等閲覧申請書 

 

年   月   日  

 

 置賜広域行政事務組合 

  理事長米沢市長 あて 

 

住  所               

申請人 
団体又は

会 社 名
               

氏  名               

 

 置賜広域行政事務組合工事に係る発注見通し、入札結果等の公表に関する要綱第

８条の規定により、下記のとおり閲覧を申請します。 

記 

１ 置賜広域行政事務組合工事に係る発注見通し、入札結果等の公表に関する要綱 

 

２ 置賜広域行政事務組合工事発注見通計画表 

 

３ 置賜広域行政事務組合工事指名競争入札参加業者指名一覧表 

 

４ 入札（見積）書 

 

５ 置賜広域行政事務組合工事契約台帳 

 

６ 本組合の工事に係る契約に関する例規等 

【注記】 閲覧する内容について、上記一覧表の番号に○印を付けて申請してくださ

い。 


